
「国立大学法人九州工業大学における公的研究費の取扱いに関する規程」

に基づく不正使用防止の責任体制及び推進体制図の公表について 

 本学は、「国立大学法人九州工業大学における公的研究費の取扱いに関する規程」（平成２９

年２月１日制定）の第７条及び第２５条に基づき、本学の公的研究費の不正使用防止を推進する

責任体制及び推進体制図を下記のとおり公表します。 

◯最高管理責任者 

・職    名：  学長 

・責任と権限：  法人の運営・管理における最終責任を負う最高管理責任者として、本学全体の

公的研究費の不正使用防止の取組を推進します。具体的には、不正使用防止対

策の基本方針を策定・周知するとともに、以下の統括管理責任者及びコンプライア

ンス推進責任者が責任を持って不正使用防止対策に関する運営・管理が行えるよ

う、必要な措置を講じます。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任

者から当該年度の不正防止に関する取組状況等について報告を求め、その進捗

を把握するとともに、必要に応じて基本方針の見直しを行います。 

◯統括管理責任者 

・職    名：  学長が指名する理事（ダイバーシティ＆インクルージョン担当） 

・責任と権限：  最高管理責任者を補佐し、公的研究費の不正使用防止について本学全体を統

括する実質的な責任と権限を持つものとして本学の公的研究費の不正使用防止

の推進に取組みます。具体的には、最高管理責任者のもとに設置される統括管理

部署の長として組織横断的な視点で不正使用防止にかかる具体的対策の策定や

実施、実施状況の把握を行うとともに、適宜、最高管理責任者に報告を行います。 

◯コンプライアンス推進責任者 

・職    名：  各本部長、各部局等の長 

・責任と権限：  各本部、各部局における公的研究費の不正使用防止について実質的な責任と

権限を持つものとして、不正使用防止の推進に取組みます。具体的には、統括管

理責任者の指示の下、掌理する部局等における不正使用防止対策の実施及び実

施状況の確認、職員等に対する不正使用防止のための教育の実施及び受講状況

の管理監督、職員等が適切に公的研究費の執行管理を行っているかのモニタリン

グ等を実施し、必要に応じて改善指導を行います。 

◯コンプライアンス推進副責任者 

・職    名：  各部長、各部局の系長、センター長、課長、事務課長等コンプライアンス推進責



任者が指名する者 

・責任と権限：  コンプライアンス推進責任者の指示に基づき、担当する部局等における公的研

究費の不正使用防止に関する運営・管理に取組みます。具体的には、コンプライア

ンス推進責任者が実施すべき事項の中から、コンプライアンス責任者から委任さ

れた範囲で公的研究費の不正使用防止に関する運営・管理を実施します。 



九州工業大学

２０２３年４月１日現在

コンプライアンス室 コンプライアンス室長

総務課長

人事課長

経理課長

施設課長

技術部長

学習教育センター長

教育支援課長

数理・ＤＳ・ＡＩ教育推進室長

ＧＣＥ教育推進室長

安全衛生・環境課長

学生生活・健康支援課長

高大接続センター長

生涯学習センター長

入試課長

キャリアオーナーシップ課長

研究企画課長

ソーシャルコミュニケーション課長

産学イノベーションセンター長

先端研究推進部長

革新的宇宙利用実証ラボラトリー長

次世代パワーエレクトロニクス研究センター長

環境エネルギー融合研究センター長

ニューロモルフィックAIハードウェア研究センター長

IoTネットワークイノベーション実証研究センター長

社会ロボット具現化センター長

高信頼知的集積システム研究センター長

ケアＸＤＸセンター長

次世代軟磁性材料社会実装推進センター長

合成生物工学研究センター長

イノベーションロボティクスセンター長

グリーンマテリアル研究センター長

設備共用推進部長

機器分析センター長

マイクロ化総合技術センター長

国際連携課長

学生交流課長

情報基盤センター長

情報基盤課長

ＤＸ推進室長

ネットワークセキュリティ基盤運用室長

ICT 利活用教育研究基盤運用室長

先端研究・社会連携本部 先端研究・社会連携本部長

国際本部 国際本部長

情報統括本部 情報統括本部長

教育高度化本部 教育高度化本部長

キャンパスライフ支援本部 キャンパスライフ支援本部長

教育接続・連携ＰＦ推進本部 教育接続・連携ＰＦ推進本部長

コンプライアンス推進責任者及び推進副責任者一覧

部局等名 コンプライアンス推進責任者 コンプライアンス推進副責任者

管理本部 管理本部長



工学研究院事務課長

機械知能工学研究系長

建設社会工学研究系長

電気電子工学研究系長

物質工学研究系長

基礎科学研究系長

宇宙システム工学研究系長

情報工学研究院総務会計課長

情報工学研究院教務学生支援課長

知能情報工学研究系長

情報・通信工学研究系長

知的システム工学研究系長

物理情報工学研究系長

生命化学情報工学研究系長

生命体工学研究科事務課長

生体機能応用工学専攻長

人間知能システム工学専攻長

教養教育院事務課長

人文社会系長

言語系長

教養教育院 教養教育院長

工学部、
工学府、
工学研究院

工学部長、
工学府長、
工学研究院長

情報工学部、
情報工学府、
情報工学研究院

情報工学部長、
情報工学府長、
情報工学研究院長

生命体工学研究科 生命体工学研究科長



九州工業大学公的研究費不正使用防止対策 推進体制図

統括管理責任者【理事（ダイバーシティ＆インクルージョン担当）】

・公的研究費の運営・管理、不正防止対策について、大学全体を統括し、実質的
な責任と権限を有する責任者（推進委員長を兼ねる）

コンプライアンス推進責任者【各本部長、各部局の長】
・公的研究費の運営・管理、不正使用防止対策について担当
部局に対する実質的な責任と権限を有する部局の責任者

●部局における具体的な不正防止対策（コンプライアンス教
育、啓発活動、改善指導等）を実施する
・各本部長、各部局の長等

コンプライアンス推進副責任者【系長、センター長等】
・実行的な管理監督を行い得る系、専攻、センター等にお
いて、コンプライアンス責任者を補佐する者
●当該所属の不正防止対策を実施する
・各部長、系長、専攻長、センター長、課長、事務課長等

不正使用防止統括管理部署【公的研究費不正使用防止計画推進委員会】（学長直轄）
担当部署：コンプライアンス室研究公正推進係

・実施状況を報告・必要な措置

●不正使用防止計画の策定
●実施状況の確認

本学教員・技術職員・事務職員等

各部局組織

・実施状況を報告

不正使用に係る調査委員会
●不正の有無、内容、関与し
た者、不正使用額等を調査、
認定
・弁護士等、第三者が参画

・報告・調査指示

通報窓口
【コンプライアンス

室長】

●競争的研究費等の申請及び使用ルール等

研究企画課

●会計等の手続きに関すること

（物品、役務、旅費、謝金、人件費、雑誌購入等）

人事課経理課

購入・検収担当

研
究
費
等
使
用
の

ル
ー
ル
等
相
談
窓
口

不正
通報

●管理体制不備の検証
●リスク要因の分析
●内部監査の企画立案、実施
●財務情報に対するチェック

監事

・連携

・連携

・内部監査

・内部監査

・内部監査

・相談、
質問等

・報告、連携

情報基盤課

・不正
通報の
報告

・監査結果報告

【２０２３年４月１日】

・調査協力

会計検査院

・検査、報告

・調査協力

・対策を指示

業者等学外者

・対策を指示

最高管理責任者【学長】 ・公的研究費の運営・管理、不正防止対策に関する最高責任者
●基本方針の策定・周知、その他必要な措置

・総務課長、人事課長、経理課長、研究企画課長、
コンプライアンス室長、その他職員

・実施状況を報告

内部監査部門【コンプライア
ンス室監査室】（学長直轄）

会計監査人

・改善指導等 ・実施状況を報告


